
「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

　

別
表
第
六
中
「
商
工
金
融
課
」
を
「
経
営
金
融
課
」
に
改
め
、

「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
熊
本
県
用
品
調
達
規
則
の
一
部
改
正
）

２　

熊
本
県
用
品
調
達
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
熊
本
県
規
則
第
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

　

す
る
。

　
　

別
記
第
四
号
様
式
中
「
出
納
員
」
を
「
出
納
員
（
会
計
職
員
）
」
に
改
め
る
。

　

（
経
過
措
置
）

３　

熊
本
県
用
品
調
達
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
改
正
前
の
熊
本
県
用
品

　

調
達
規
則
に
規
定
す
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

熊
本
県
歳
計
現
金
余
裕
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
三
月
二
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

熊
本
県
規
則
第
四
十
六
号

　
　
　

熊
本
県
歳
計
現
金
余
裕
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

熊
本
県
歳
計
現
金
余
裕
金
貸
付
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
熊
本
県
規
則
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
中
「
相
互
銀
行
、
信
用
金
庫
」
を
「
信
用
金
庫
、
信
用
組
合
」
に
、
「
熊
本
県
労
働
金
庫
、
熊
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住
宅
課
管
理
係
長

の
職
に
あ
る
出
納

員別
表
第
四
第
三
欄

に
掲
げ
る
職
に
あ

る
出
納
員

当
該
課
の
会

計
職
員

当
該
出
納
員

の
属
す
る
部

に
お
け
る
地

方
支
出
機
関

以
外
の
出
先

機
関
に
お
け

る
会
計
職
員

で
知
事
が
特

に
認
め
た
も

の

県
営
住
宅
の
家
賃
に
係
る
現
金
の

出
納
及
び
保
管
に
関
す
る
事
務

燃
料
券
の
出
納
及
び
保
管
に
関
す

る
事
務

に
改
め
る
。

人
事
委
員

会
事
務
局

監
査
委
員

事
務
局

警
察
本
部

総
務
課

第
一
課

会
計
課

総
務
係
長

会
計
担
当
課
長

補
佐
等

次
席

警
察
本
部

人
事
委
員

会
事
務
局

監
査
委
員

事
務
局

会
計
課

総
務
課

第
一
課

次
席

総
務
係
長

会
計
担
当
課
長

補
佐
等

一　

歳
入
に
係
る
現
金

　

の
出
納
及
び
保
管
に

　

関
す
る
事
務

二　

歳
入
歳
出
外
現
金

　

及
び
保
管
有
価
証
券

　

の
出
納
及
び
保
管
に

　

関
す
る
事
務

三　

燃
料
券
の
出
納
及

　

び
保
管
に
関
す
る
事

　

務

住
宅
課
管
理
係
長

の
職
に
あ
る
出
納

員

当
該
課
の
会

計
職
員

県
営
住
宅
の
家
賃
に
係
る
現
金
の

出
納
及
び
保
管
に
関
す
る
事
務

をを



本
県
信
用
保
証
協
会
、
財
団
法
人
熊
本
県
勤
労
者
信
用
基
金
協
会
及
び
財
団
法
人
熊
本
県
中
小
企
業
振
興

公
社
」
を
「
九
州
労
働
金
庫
及
び
熊
本
県
信
用
保
証
協
会
」
に
改
め
る
。

　

第
三
条
の
見
出
し
を
「（
融
資
）
」
に
改
め
る
。

　

第
五
条
の
二
中
「
貸
付
金
融
機
関
等
」
を
「
貸
付
対
象
金
融
機
関
等
」
に
、
「
借
用
証
書
」
を
「
借
用

証
書
（
別
記
様
式
第
三
）
」
に
、
「
当
該
資
金
」
を
「
こ
の
規
則
に
よ
り
融
資
さ
れ
た
資
金
（
以
下
、

「
資
金
」
と
い
う
。
）
」
に
、
「
受
入
れ
る
」
を
「
受
け
入
れ
る
」
に
、
「
預
金
証
書
」
を
「
預
金
証
書

及
び
請
書
（
別
記
様
式
第
四
）
」
に
改
め
る
。

　

第
十
一
条
を
第
十
二
条
と
す
る
。

　

第
十
条
中
「
基
き
」
を
「
基
づ
き
」
に
改
め
、
第
十
条
を
第
十
一
条
と
す
る
。

　

第
九
条
中
「
こ
の
資
金
の
融
通
」
を
「
資
金
の
融
資
」
に
、
「
こ
の
規
則
に
よ
る
資
金
運
用
状
況
」
を

「
資
金
の
運
用
状
況
」
に
改
め
、
第
九
条
を
第
十
条
と
す
る
。

　

第
八
条
中
「
こ
の
資
金
の
融
通
」
を
「
資
金
の
融
資
」
に
、
「
こ
の
規
則
に
よ
り
融
通
を
受
け
た
資
金
」

を
「
資
金
」
に
改
め
、
第
八
条
を
第
九
条
と
す
る
。

　

第
七
条
中
「
こ
の
資
金
」
を
「
資
金
」
に
、
「
こ
の
規
則
に
よ
る
資
金
」
を
「
資
金
」
に
改
め
、
第
七

条
を
第
八
条
と
す
る
。

　

第
六
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
当
該
資
金
」
を
「
資
金
」
に
、
「
こ
の
規
則
に
基
づ
き
資
金
の
融

資
を
受
け
た
貸
付
対
象
金
融
機
関
等
が
、
」
を
「
貸
付
対
象
金
融
機
関
等
が
」
に
改
め
、
第
六
条
を
第
七

条
と
す
る
。

　

第
五
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
違
約
金
）

第
六
条　

知
事
は
、
貸
付
対
象
金
融
機
関
等
が
元
利
金
の
支
払
期
日
に
元
利
金
の
全
部
又
は
一
部
の
支
払

　

を
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
延
滞
が
災
害
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
に
基
づ
い
て
生
じ
た
も
の

　

で
、
知
事
の
承
認
を
得
た
も
の
を
除
く
ほ
か
、
延
滞
元
金
に
対
し
、
支
払
期
日
の
翌
日
か
ら
支
払
当
日

　

ま
で
、
年
十
・
七
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
に
よ
り
計
算
し
た
違
約
金
を
徴
す
る
も
の
と
す
る
。

　

別
記
様
式
第
一
中
「　
　
　
　
　
　

」
を
「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
に
改
め
、
同
様
式
中

「昭
和

」
を
削
り
、
「殿

」
を
「様

」
に
、
「金

融
機
関
等

」
を
「貸

付
対
象
金
融
機
関
等

」
に
、
「下

さ
る

」
を
「さ

れ
る

」
に
改
め
る
。

　

別
記
様
式
第
二
を
、
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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別
記
様
式
第
１

別
記
様
式
第
１
（
第
４
条
関
係
）



　

別
紙
一
中
「　
　
　

」
を
「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
に
改
め
、
同
様
式
中
「昭

和

」

を
削
り
、
「万

円
也

」
を
「円

」
に
、
「上

記
金
額
を
本
日
熊
本
県
歳
計
現
金
余
裕
金
か
ら
下
記
借
用
条

件
を
も
っ
て
借
用
し
ま
し
た

」
を
「

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
に
、
「熊

本
県
歳
計
現
金
余
裕
金
貸
付
規
則
所
定
の
事
項
を
承
認
の
上

」

を
「熊

本
県
歳
計
現
金
余
裕
金
貸
付
規
則
等
を
遵
守
の
う
え

」
に
、
「利

子
支
払
方
法

」
を
「利

子
等
の

支
払

」
に
、
「借

受
日
の
翌
日
か
ら

」
を
「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
に
、
「金

額
に

よ
り

」
を
「金

額
を

」
に
、
「借

受
人

」
を
「貸

付
対
象
金
融
機
関
等
の
名
称

」
に
、
「殿

」
を
「様

」

に
改
め
る
。

　

別
紙
二
中
「　
　
　

」
を
「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
に
改
め
、
同
様
式
中
「昭

和

」

を
削
り
、
「万

円
也

」
を
「円
」
に
、
「受

入
機
関

」
を
「貸

付
対
象
金
融
機
関
等

」
に
、
「殿

」
を

「様

」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

１　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２　

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
改
正
前
の
熊
本
県
歳
計
現
金
余
裕
金
貸
付
規
則
に
規
定
す
る
様

　

式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

熊
本
県
訓
令
第
十
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

本
庁
各
部
課
（
総
室
・
室
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

地　

方　

出　

先　

機　

関

　

熊
本
県
職
員
被
服
類
貸
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
十
四
年
三
月
二
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

　
　
　

熊
本
県
職
員
被
服
類
貸
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

熊
本
県
職
員
被
服
類
貸
与
規
程
（
昭
和
三
十
八
年
熊
本
県
訓
令
甲
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

　

別
表
中
「
保
健
婦
」
を
「
保
健
師
」
に
改
め
、
同
表
技
術
短
期
大
学
校
に
勤
務
す
る
職
業
訓
練
指
導
員

の
項
中
「
及
び
情
報
技
術
科
」
を
「
、
情
報
技
術
科
及
び
映
像
シ
ス
テ
ム
技
術
科
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

熊
本
県
訓
令
第
十
一
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

本
庁
各
部
課
（
総
室
・
室
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

地　

方　

出　

先　

機　

関

　

熊
本
県
職
員
住
宅
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
十
四
年
三
月
二
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

　
　
　

熊
本
県
職
員
住
宅
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

熊
本
県
職
員
住
宅
管
理
規
程
（
昭
和
四
十
一
年
熊
本
県
訓
令
甲
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

　
　
　
　

「

　

別
表
中　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
、
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

表
熊
本
県
職
員
人
吉
住
宅
の
項
及
び
熊
本
県
人
吉
善
生
院
住
宅
の
項
を
削
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

熊
本
県
訓
令
第
十
二
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

本
庁
各
部
課
（
総
室
・
室
）

　

熊
本
県
法
令
審
議
会
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
十
四
年
三
月
二
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

　
　
　

熊
本
県
法
令
審
議
会
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

熊
本
県
法
令
審
議
会
規
程
（
昭
和
二
十
七
年
熊
本
県
訓
令
第
五
百
八
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
一
項
第
一
号
中
「
訓
令
甲
」
を
「
訓
令
（
訓
令
甲
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
に

改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
訓
令
甲
」
を
「
訓
令
」
に
改
め
る
。

　

第
六
条
中
「
会
長
が
必
要
と
認
め
る
と
き
、
随
時
」
を
「
年
四
回
の
定
例
会
を
開
く
ほ
か
、
必
要
に
応

じ
て
臨
時
会
を
」
に
改
め
る
。
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熊
本
県
職
員
水
俣
住
宅

水
俣
市
陣
内
一
丁
目
四
六

一
番
二

一
二
、
三
〇
〇
円

熊
本
県
職
員
水
俣
住
宅

熊
本
県
職
員
水
俣
第
二
住
宅

水
俣
市
陣
内
一
丁
目
四
六

一
番
二

水
俣
市
陣
内
一
丁
目
四
六

一
番
三

一
二
、
三
〇
〇
円

一
九
、
〇
〇
〇
円

別
紙
２

別
記
様
式
第
４
（
第
５
条
の
２
関
係
）

訓　
　
　
　

令

別
紙
１

別
記
様
式
第
３
（
第
５
条
の
２
関
係
）

上
記
金
額
を
、
下
記
の
借
用
条
件
に
よ
り
熊
本
県
歳
計
現
金
余
裕
金

貸
付
金
と
し
て
借
用
し
ま
し
た

利
子
に
つ
い
て
は
、
借
受
日
の
翌
日
か
ら



　

第
七
条
中
「
四
人
以
上
」
を
「
の
半
数
以
上
」
に
改
め
る
。

　

第
九
条
の
二
第
四
項
中
「
場
合
に
お
い
て
」
の
下
に
「
、
審
議
案
は
」
を
加
え
、
「
審
議
員
全
員
の
同

意
が
あ
つ
た
と
き
、
審
議
会
の
」
を
「
常
任
審
議
員
全
員
の
同
意
を
得
た
と
き
、
」
に
改
め
る
。

　

第
十
一
条
第
三
項
中
「
文
書
文
教
課
長
」
を
「
私
学
文
書
課
長
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
十
四
年
三
月
二
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

熊
本
県
訓
令
第
十
三
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

本
庁
各
部
課
（
総
室
・
室
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

各

地

方

出

先

機

関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

出　
　
　
　

納　
　
　
　

局

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

教

育

庁

各

課

（

室

）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

人
事
委
員
会
事
務
局

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

監

査

委

員

事

務

局

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

警

察

本

部

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

地
方
労
働
委
員
会
事
務
局

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

議

会

事

務

局

　

熊
本
県
会
計
規
則
に
規
定
す
る
帳
簿
及
び
書
類
の
様
式
を
定
め
る
訓
令
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次

の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
十
四
年
三
月
二
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

　
　
　

熊
本
県
会
計
規
則
に
規
定
す
る
帳
簿
及
び
書
類
の
様
式
を
定
め
る
訓
令
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

熊
本
県
会
計
規
則
に
規
定
す
る
帳
簿
及
び
書
類
の
様
式
を
定
め
る
訓
令
（
昭
和
六
十
年
熊
本
県
訓
令
第

二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
記
第
二
十
九
号
様
式
中
「熊
本
地
方
貯
金
局

」
を
「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
に
改
め
る
。

　

別
記
第
三
十
三
号
様
式
そ
の
一
立
会
人
の
欄
中
「印

」
を
削
る
。

　
　
　

附　

則

１　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２　

こ
の
訓
令
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
改
正
前
の
熊
本
県
会
計
規
則
に
規
定
す
る
帳
簿
及
び
書
類
の
様

　

式
を
定
め
る
訓
令
に
規
定
す
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

熊
本
県
訓
令
第
十
四
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

本
庁
各
部
課
（
総
室
・
室
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

各

地

方

出

先

機

関

　

熊
本
県
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
十
四
年
三
月
二
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

　
　
　

熊
本
県
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

熊
本
県
職
員
服
務
規
程
（
昭
和
三
十
一
年
熊
本
県
訓
令
第
千
九
百
八
十
四
号
の
二
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

　

第
九
条
第
二
項
の
表
及
び
第
五
項
中
「
助
産
婦
」
を
「
助
産
師
」
に
改
め
る
。

　

第
十
三
条
の
二
第
一
項
中
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

三　

熊
本
県
職
員
等
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
四
年
熊
本
県
条
例
第
十
四
号
）
第
三
条
第

　
　

三
号
の
規
定
に
よ
り
再
度
の
育
児
休
業
の
承
認
の
請
求
を
す
る
予
定
で
あ
る
職
員
に
あ
っ
て
は
、
育

　
　

児
休
業
計
画
書
（
別
記
第
五
号
の
二
の
二
様
式
）

　

第
十
三
条
の
二
第
二
項
中
「
前
項
各
号
に
掲
げ
る
」
を
「
前
項
に
規
定
す
る
」
に
改
め
、
同
項
後
段
を

削
り
、
同
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

　
　

た
だ
し
、
当
該
職
員
が
育
児
休
業
計
画
書
を
提
出
し
て
育
児
休
業
の
承
認
を
受
け
た
者
で
あ
る
と
き

　

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

　

別
記
第
五
号
様
式
中
「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
を
「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
に
改

め
る
。

　

別
記
第
五
号
の
二
様
式
中
「　
　

」
を
「　
　

」
に
改
め
、
「効

力
が
生
じ
た
日

」
の
次
に
「

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
を
加
え
る
。

　

別
記
第
五
号
の
二
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。
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３
．
連
続
す
る
３
月
の
期
間

３
．
連
続
す
る
６
月
の
期
間

１
歳

３
歳

　
③
請

求
に
係
る
子
以
外
の
子
に
つ
い
て
現
に
育
児
休
業
の
承
認
を
受
け
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
旨
並

び
に
当
該
承
認
に
係
る
子
の
氏
名
及
び
当
該
承
認
の
請
求
に
係
る
期
間

福
岡
貯
金
事
務
セ
ン
タ
ー



　 別 記 第 五 号 の 五 様 式 中 「 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 」 を 「

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 」 に 、 「

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 」 を 「

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 」 に 、 「 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 」 を 「

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 」 に 、「 （養

育又は介護ができる ） 」 を 「 （養育ができる ） 」 に 改 め 、 備 考 を 次 の よ う に 改 め る 。

　 別 記 第 五 号 の 六 様 式 中 「 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 」 を 「

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 」 に 、 「

　 　 　 　 　 　 」 を 「 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 」 に 改 め 、 「

　 　 　 　 　 　 　 」 を 削 る 。

　 　 　 附 　 則

　 こ の 訓 令 は 、 平 成 十 四 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

平
成
14
年
3
月
29
日
　
金
曜

熊
本

県
公

報
号
外
　
第
  
21
  号

1
0
２　同居の親族（16歳以上）の有無及び状況

　（備考）

　　１について

　　　①　「生年月日」欄は、子を養育するための請求の場合のみ記入すること。なお、

　　　　請求に係る子が請求の際に出生していない場合には、「生年月日」欄に出産予定

　　　　日を記入し、「□出産予定日」にレ印を記入すること。

　　　②　「養子縁組の効力が生じた日」欄は、子を養育するための請求の場合のみ記入

　　　　すること。

　　２について

　　　①　この欄は、子を養育するための請求の場合のみ記入すること。

　　　②　「就業している」とは、就業日数が１月に３日を超えることをいう。

　　３について

　　　　この欄は、要介護者を介護するための請求の場合のみ記入すること。

　　４について

　　　　子を養育するために深夜勤務の制限を請求する場合には、当該請求に係る子が満

　　　６歳に達する日以後の最初の３月31日以前の日を制限終了日として請求すること。

２　職員

の配偶者で当該子の親である者の有無及び状況 □負傷、疾病、身体上又は精神上

の障害により養育又は介護が困難である。 □負傷、疾病、身体上又は精神上の障害

により養育が困難である。

こととなつた。

□養育できる同居の親族がいることとなつた。 □職員の

配偶者で子の親であるものが養育できる者に該当することとなつた。 （２）介護

の状況の変化 （２）介護の状況の変更 □介護できる同居の親族がいる

□産前６週間又は産後８週間以内である。 □産

前６週間（多胎妊娠の場合にあつては、14週間）又は産後８週間以内である。
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